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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マトリクス配置された画素のそれぞれに有機ＥＬ素子が配置された有機ＥＬパネルであ
って、
　各画素の有機ＥＬ素子は、反射膜とこれに対向する半透過膜の間に少なくとも発光機能
を有する発光素子層を備えた積層構造を有し、前記反射膜と前記半透過膜との層間距離で
あるキャビティ長が所定の波長の光を増強するように設定されたマイクロキャビティを有
し、
　かつ１つの画素中において、前記半透過膜を設けている領域と、前記半透過膜を設けて
いない領域と、を有することを特徴とする有機ＥＬパネル。
【請求項２】
　請求項１に記載の有機ＥＬパネルにおいて、
　各画素は、Ｒ発光、Ｇ発光またはＢ発光のいずれかの有機ＥＬ素子を有し、
　前記半透過膜を設けている領域と、前記半透過膜を設けていない領域との面積比率を、
当該画素が、Ｒ発光、Ｇ発光、Ｂ発光のいずれかであるかに基づいて変更することを特徴
とする有機ＥＬパネル。
【請求項３】
　マトリクス配置された画素のそれぞれに有機ＥＬ素子が配置された有機ＥＬパネルであ
って、
　各画素の有機ＥＬ素子は、反射膜とこれに対向する半透過膜の間に少なくとも発光機能
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を有する発光素子層を備えた積層構造を有し、前記反射膜と前記半透過膜との層間距離で
あるキャビティ長が所定の波長の光を増強するように設定されたマイクロキャビティを有
し、
　かつ１つの画素中において、前記半透過膜の厚みの大きな領域と、前記半透過膜の厚み
の小さな領域を有することを特徴とする有機ＥＬパネル。
【請求項４】
　請求項３に記載の有機ＥＬパネルにおいて、
　各画素は、Ｒ発光、Ｇ発光またはＢ発光のいずれかの有機ＥＬ素子を有し、
　前記半透過膜の厚みの大きな領域と、前記半透過膜の厚みの小さな領域との面積比率を
、当該画素が、Ｒ発光、Ｇ発光、Ｂ発光のいずれかであるかに基づいて変更することを特
徴とする有機ＥＬパネル。
【請求項５】
　マトリクス配置された画素のそれぞれにＲ発光、Ｇ発光またはＢ発光のいずれかの有機
ＥＬ素子が配置された有機ＥＬパネルであって、
　各画素の有機ＥＬ素子は、反射膜とこれに対向する半透過膜の間に少なくとも発光機能
を有する発光素子層を備えた積層構造を有し、前記反射膜と前記半透過膜との層間距離で
あるキャビティ長が所定の波長の光を増強するように設定されたマイクロキャビティを有
するとともに、
　１つの画素中において、前記キャビティ長の大きな領域と、前記キャビティ長の小さな
領域を有し、
　かつ、前記１画素中の前記キャビティ長の大きな領域と、前記キャビティ長の小さな領
域との面積比率を、当該画素が、Ｒ発光、Ｇ発光、Ｂ発光のいずれかであるかに基づいて
変更することを特徴とする有機ＥＬパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各画素に有機ＥＬ素子が配置された有機ＥＬパネル、特に各画素に特定波長
の光を増強する微小共振器（マイクロキャビティ）を有するものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、薄型で小型化の可能なフラットパネルディスプレイ（ＦＰＤ）が注目されており
、このＦＰＤの中でも代表的な液晶表示装置は、すでに様々な機器に採用されている。ま
た、現在、自発光型のエレクトロルミネッセンス（以下ＥＬという）素子を用いた発光装
置（表示装置や光源）、特に採用する有機化合物材料によって多様な発光色で高輝度発光
の可能な有機ＥＬ表示装置（有機ＥＬパネル）については、その研究開発が盛んに行われ
ている。
【０００３】
　この有機ＥＬ表示装置では、液晶表示装置のようにバックライトからの光の透過率をそ
の前面にライトバルブとして配置した液晶パネルが制御する方式と異なり、上述のように
自発光型であるため、本質的に光の利用効率、すなわち外部への光の取り出し効率が高い
ため高輝度発光が可能である。
【０００４】
　しかし、有機ＥＬ素子は、その使用により有機層が劣化し、特に発光輝度を高くするた
めに有機層への注入電流を増大させると有機層の劣化が早まってしまうという問題がある
。
【０００５】
　そこで、下記特許文献１や非特許文献１などにおいて、ＥＬ表示装置に微小共振器（マ
イクロキャビティ）を採用し、特定波長における光強度を増強する方法が提案されている
。
【０００６】
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【特許文献１】特開平６－２７５３８１号公報
【非特許文献１】中山隆博、角田敦　「光共振機構造を導入した素子」応用物理学会　有
機分子・バイオエレクトロニクス分科会　１９９３年第３回講習会ｐ１３５－ｐ１４３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、このマイクロキャビティを利用すると、表示色の視野角依存性が大きくなると
いう問題がある。それは、マイクロキャビティの光学長は、垂直方向から見た場合と、斜
め方向からの見た場合とでは異なり、従って増強される光の波長が異なってしまうからで
ある。
【０００８】
　そこで、マイクロキャビティを利用する場合に、視野角依存性を緩和したいという要求
がある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、マトリクス配置された画素のそれぞれに有機ＥＬ素子が配置された有機ＥＬ
パネルであって、各画素の有機ＥＬ素子は、反射膜とこれに対向する半透過膜の間に少な
くとも発光機能を有する発光素子層を備えた積層構造を有し、前記反射膜と前記半透過膜
との層間距離であるキャビティ長が所定の波長の光を増強するように設定されたマイクロ
キャビティを有し、かつ１つの画素中において、前記半透過膜を設けている領域と、前記
半透過膜を設けていない領域と、を有することを特徴とする。
【００１０】
　また、各画素は、Ｒ発光、Ｇ発光またはＢ発光のいずれかの有機ＥＬ素子を有し、
　前記半透過膜を設けている領域と、前記半透過膜を設けていない領域との面積比率を、
当該画素が、Ｒ発光、Ｇ発光、Ｂ発光のいずれかであるかに基づいて変更することが好適
である。
【００１１】
　また、本発明は、マトリクス配置された画素のそれぞれに有機ＥＬ素子が配置された有
機ＥＬパネルであって、各画素の有機ＥＬ素子は、反射膜とこれに対向する半透過膜の間
に少なくとも発光機能を有する発光素子層を備えた積層構造を有し、前記反射膜と前記半
透過膜との層間距離であるキャビティ長が所定の波長の光を増強するように設定されたマ
イクロキャビティを有し、かつ１つの画素中において、前記半透過膜の厚みの大きな領域
と、前記半透過膜の厚みの小さな領域を有することを特徴とする。
　また、各画素は、Ｒ発光、Ｇ発光またはＢ発光のいずれかの有機ＥＬ素子を有し、前記
半透過膜の厚みの大きな領域と、前記半透過膜の厚みの小さな領域との面積比率を、当該
画素が、Ｒ発光、Ｇ発光、Ｂ発光のいずれかであるかに基づいて変更することが好適であ
る。
　また、本発明は、マトリクス配置された画素のそれぞれにＲ発光、Ｇ発光またはＢ発光
のいずれかの有機ＥＬ素子が配置された有機ＥＬパネルであって、各画素の有機ＥＬ素子
は、反射膜とこれに対向する半透過膜の間に少なくとも発光機能を有する発光素子層を備
えた積層構造を有し、前記反射膜と前記半透過膜との層間距離であるキャビティ長が所定
の波長の光を増強するように設定されたマイクロキャビティを有するとともに、１つの画
素中において、前記キャビティ長の大きな領域と、前記キャビティ長の小さな領域を有し
、かつ、前記１画素中の前記キャビティ長の大きな領域と、前記キャビティ長の小さな領
域との面積比率を、当該画素が、Ｒ発光、Ｇ発光、Ｂ発光のいずれかであるかに基づいて
変更することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように、本発明によれば、１画素内にマイクロキャビティのない領域を設
けたり、半透過膜の厚みの異なる部分を設けたり、これによって視野角依存性を改善する
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ことができる。また、キャビティ長は色（共振波長）により異なり、キャビティ長が長い
ほど視野角依存性が大きい。即ち、色によって視野角依存性が異なる。
　そこで、画素の発光色に応じて、マイクロキャビティによる特定波長の光強度増強効果
を調整することで、視野角依存性を効果的に改善することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について、図面に基づいて説明する。
【００１４】
「第１実施形態」
　図１は、第１実施形態にかかる表示パネルの１画素分のマイクロキャビティ部分の構成
を模式的に表した図である。
【００１５】
　ガラス基板１０の所定の場所には、半導体層１２が形成されており、この半導体層１２
が、ＴＦＴ、電極、または配線を構成する。図示の例では、半導体層１２は、駆動ＴＦＴ
１４のソース、チャネル、ドレイン領域を構成している。この駆動ＴＦＴ１４の半導体層
１２は、ゲート酸化膜１６で覆われており、このゲート酸化膜１６上であって半導体層１
２のチャネル領域上方には、ゲート電極１８が形成されている。また、このゲート電極１
８、ゲート酸化膜１６を覆って、層間絶縁膜２０が全面に形成されている。
【００１６】
　駆動ＴＦＴ１４のソース領域には層間絶縁膜２０を貫通して、ソース電極２２が接続さ
れ、またソース電極２２および層間絶縁膜２０を覆って平坦化膜２４が形成されている。
【００１７】
　平坦化膜２４の上には、画素の表示エリアに対応する大きさの透明電極２６が形成され
、この透明電極２６は、コンタクトホールにおいて、駆動ＴＦＴ１４のドレイン領域に接
続されている。
【００１８】
　そして、この透明電極２６の周辺部は、第２平坦化膜２８で覆われており、透明電極２
６の上方が有機ＥＬ素子３０を構成している。
【００１９】
　有機ＥＬ素子３０は、透明電極２６と対向電極３２との間に有機化合物、特に、有機発
光材料を少なくとも含む有機層（発光素子層）３４を備えた積層構造であり、有機層３４
に陽極から正孔を注入し陰極からは電子を注入し、有機層中で注入された正孔と電子とが
再結合し、得られた再結合エネルギによって有機発光材料が励起され、基底状態に戻る際
に発光が起こる。
【００２０】
　ここで、透明電極２６は、例えばＩＴＯ（Indium Tin Oxide）やＩＺＯ（Indium Zinc 
Oxide）などの導電性金属酸化物材料で構成され、対向電極３２としては、上部反射膜と
して機能するＡｌやその合金などが用られる。さらに、透明電極２６の下層には、上部反
射膜（対向電極３２）との間に微小共振器（マイクロキャビティ）構造を構成するための
下部反射膜３６が部分的に設けられている。すなわち、下部反射膜３６は、発光領域の全
面ではなく、一部に設けられており、下部反射膜３６が設けられていない領域では、有機
層３４からの光は、そのまま下方に抜ける。
【００２１】
　この例は、有機層３４で得られた光を透明電極２６側から基板１０を透過させて外部に
射出するいわゆるボトムエミッション型の表示装置であり、下部反射膜３６は、有機層３
４からの光を一部透過可能ないわゆる半透過性とする。この下部反射膜３６には、Ａｇ、
Ａｕ、Ｐｔ、Ａｌのいずれかまたはそれらの合金膜を用いることができるが、光を透過可
能な程度の薄膜とするか、あるいは、網目状、格子状など、開口部を備えたパターンとし
てもよい。さらに、屈折率の異なる２種類以上の誘電体を交互に積層した誘電体多層膜か
ら構成することもできる。なお、各層の誘電体膜の光学膜厚は、例えば目的反射波長の１
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／４またはその整数倍とするとよい。
【００２２】
　有機層３４は、少なくとも有機発光分子を含む発光層を備え、材料に応じて、単層、又
は２層、３層、又は４層以上の多層積層構造から構成される場合もある。図１の例では、
陽極として機能する透明電極２６側から、正孔注入層１２２、正孔輸送層１２４、発光層
１２６、電子輸送層１２８、電子注入層１３０が、順に真空蒸着法の連続成膜などによっ
て積層され、電子注入層１３０の上に、ここでは陰極として機能する対向電極３２が有機
層３４と同様の真空蒸着法によって形成されている。なお、電子注入層１３０は、対向電
極３２の一部として考えることもできる。
【００２３】
　本実施形態に係るマイクロキャビティ構造は、このような透明電極２６と対向電極３２
とが有機層３４を挟んで対向する領域、すなわち、透明電極２６の下層の下部反射膜３６
と、対向電極３２が兼用する上部反射膜との間の層間に構成されている。ここで、このマ
イクロキャビティの光学長（光学距離）Ｌは、Ｌ＝Σｎiｄi　・・・（１）で表され、下
部反射膜３６と、対向電極３２（上部反射膜）との層間に形成される各層の厚さｄと、そ
の層の屈折率ｎの積の和（なお、ｉは、積層数で１～ｉまでの整数）で表される。また、
この光学長Ｌは発光波長λに対し、後述する式（３）に示すような関係があり、その関係
を示すように設定することで、波長λを選択的に増強して外部に射出することが可能とな
る。
【００２４】
　ここで、このようにマイクロキャビティ構造によって特定の波長が増強された場合には
、上述のように視野角依存性が高くなる。そこで、本実施形態においては、１つの画素内
に下部反射膜３６が存在しない領域があり、この領域においては有機層３４からの光はそ
のまま射出される。従って、この下部反射膜３６の存在しない領域からの射出光は、マイ
クロキャビティ構造による特定波長の増強を受けておらず、比較的広い範囲のピークを有
する光であり、視野角依存性が小さい。そこで、１画素からの射出光は、特定波長が増強
されつつ、視野角依存性を低減することができる。
【００２５】
　ここで、フルカラーの有機ＥＬパネルでは、通常Ｒ，Ｇ，Ｂに３色の別々画素を有して
おり、Ｒ，Ｇ，Ｂの波長λ（λｒ、λｇ、λｂ）に対し、所定の光学長Ｌ（Ｌｒ、Ｌｇ、
Ｌｂ）がＲ，Ｇ，Ｂの各画素に形成される。なお、ここでは、下部反射膜３６及び対向電
極３２に金属材料を用いており、これらの膜で反射するときの位相のずれを後述する式（
３）において、φで表している。
【００２６】
　そして、本実施形態においては、この下部反射膜３６が存在する領域と、存在しない領
域の面積比率を画素の発光色（ＲＧＢの別）によって変更する。すなわち、図２に模式的
に表すように、下部反射膜３６の存在する領域の面積比率をＲの画素において最も小さく
、Ｇの画素において中間、Ｂの画素において最も大きくする。
　なお、視角による共振波長の変化、即ち視野角依存性は長波長ほど大きい。図５には、
共振波長と視野角依存性の関係を示している。なお、横軸は、正面での共振波長であり、
縦軸は視野角６０°における共振波長と正面での共振波長との差である。図に示すように
、Ｒが最も視野角依存性が高い。このため、本実施形態のように、下部反射膜３６の存在
する領域の面積比率をＲの画素において最も小さく、Ｇの画素において中間、Ｂの画素に
おいて最も大きくすることによって、ＲＧＢ各色において、特定波長の増強および視野角
依存性の改善を同様に行うことができる。
　なお、図２においては、下部反射膜３６の存在する領域を画素（発光領域）の中心部分
としているが、図１に示すように片側に配置してもよく、また複数の離散した領域を形成
するなど、任意の位置に下部反射膜３６を配置することができる。
【００２７】
「第２実施形態」
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　図３は、第２実施形態の構成を示す図であり、下部反射膜３６は、発光領域の全面をカ
バーするように形成されている。一方、有機層３４は、発光領域の一部で厚くなっている
。この例では、正孔輸送層１２４の厚みが発光領域の図における左領域において厚く、右
領域において薄くなっている。
　マイクロキャビティ構造は、上部反射膜と、下部反射膜間の距離（キャビティ長）によ
って特性が決定される。従って、本実施形態では、有機層３４の厚みによって、発光層の
２領域においてキャビティ長が異なっており、マイクロキャビティ構造によって増強され
る光の波長が場所によって異なる。
【００２８】
　図４には、マイクロキャビティのキャビティ長Ｄについて、（ｉ）２７２０オングスト
ローム（以下Ａと記す）（ＭＣ＝２７２０）、（ｉｉ）３８００Ａ（ＭＣ＝３８００）、
（ｉｉｉ）マイクロキャビティなし（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）、（ｉｖ）２７２０Ａおよび
３８００Ａ（ＭＣ＝２７２０＋ＭＣ＝３８００、面積比が１：１となるように分布させた
）の場合において、それぞれ緑を発光するＥＬ素子における視野角依存性を示す。なお、
図４は、ＣＩＥ表色系における色度図（Ｙｘｙ）を示している。ここで、キャビティ長Ｄ
とは、所定の波長の光を共振させるために要求される上記光学長Ｌを達成するための反射
膜と半透過膜との間の実膜厚（膜厚合計）であり、Ｄ＝Σｄi・・・（２）で表される。
【００２９】
　ＭＣ＝２７２０は、図中×で示してあり、視野角０°において５７０ｎｍの共振波長を
有し、右下（ｘ＝０．３９，ｙ＝０．５８）に示される色度であり、視野角を大きくする
につれ共振波長が短波長側にシフト（図の左上方向に移動）する。視野角６０°において
は５２０ｎｍの共振波長を持ち、色純度の高い緑が得られ、図中の左上（ｘ＝０．２１、
ｙ＝０．７１）となる。
【００３０】
　一方、ＭＣ＝３８００は黒三角で示してあり、視野角０°（即ちマイクロキャビティに
対して真正面）において５１０ｎｍに共振波長を持ち、図中左上（ｘ＝０．１９、ｙ＝０
．６９）の色純度の高い緑であるが、視野角を大きくするにつれ共振波長が短波長側にシ
フトするため図中右下方向に移動し、視野角６０°で右下（ｙ＝０．３７、ｙ＝０．５５
）の位置となる。なお、この素子に用いた有機発光材料に起因した発光スペクトルは、緑
にピークを持ち、青成分が少ないため、視野角が大きくなるにつれて共振波長がシフトし
ても元の発光スペクトル中でのその共振波長成分が小さいため素子の発光強度が低下し、
緑の半透過光となる。ｒｅｆｅｒｅｎｅは、◇で示してあり、その移動範囲は、ｘ＝０．
３０～０．３３、ｙ＝０．６０～０．６３程度であり、視野角依存性は比較的小さくなっ
ている。そして、本実施形態である、ＭＣ＝２７２０＋ＭＣ＝３８００では、その視野角
依存性がキャビティ条件を１種類としたときよりも小さくなる。すなわち、視野角０°で
はＭＣ３８００Ａによって、視野角６０°ではＭＣ２７００Ａによって高い色純度が表現
できるので、どの視野角においても色純度を常に高く維持できる。従って、複数のキャビ
ティ長の異なる領域を組み合わせた素子では、色度の移動範囲は、ｘ＝０．２７～０．２
９、ｙ＝０．６３～０．６５程度であり、ｒｅｆｅｒｅｎｃｅよりも、色度図上で左上に
位置し、かつ色シフトが小さく色純度が向上する。
【００３１】
　このように、本実施形態の構成によれば、１画素内に、２７２０Ａと、３８００Ａの２
種類の厚み（１１００Ａ程度の段差）のマイクロキャビティをそれぞれ構成することで、
緑色の光について視野角依存性を大幅に改善（減少）することができる。
【００３２】
　ここで、共振条件と、共振波長の視野角度依存性は、次式で示される。
【００３３】
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【数１】

【００３４】
　なお、式中のＬは、上述の光学長Ｌ（＝Σｎiｄi）、φは金属での反射による位相シフ
トを表す定数、θは角度（視野角）である。
【００３５】
　図５には、視野角０°におけるピーク波長を横軸にとり、縦軸に視野角６０°の際のピ
ーク波長の短波長側へのシフト量を示す。なお、キャビティ長Ｄは４５００Ａ～５５００
Ａとした。このように、０°におけるピーク波長４５０ｎｍ程度では、視野角６０°にし
た場合の波長のシフト量は２８ｎｍ程度となる。また、０°においてピーク波長６００ｎ
ｍ程度の条件では、視野角６０°にした場合の波長のシフト量は６０ｎｍ程度となる。
【００３６】
　このように、視野角０°で６００ｎｍでピークを持った波形は、６０°の視角方向では
６０ｎｍ短い方向にシフトし、５４０ｎｍにピークをもった波形となる。よって、緑５５
０ｎｍでは補間するために、６００ｎｍ～７００ｎｍ程度のキャビティ長Ｄ（６００ｎｍ
～７００ｎｍの波長を共振するキャビティ長Ｄ）と組み合わせる。段差は、上述の式から
ｍ＝１で、ほぼ１０００Ａ（１００ｎｍ）～１３００Ａ（１３０ｎｍ）である。
【００３７】
　なお、ＭＣ＝２７２０及びＭＣ＝３８００は、それぞれ、０°の光に対する共振波長は
５７０ｎｍ（ｍ＝１）、５１０ｎｍ（ｍ＝２）である。つまり、上記例では、視野角依存
性が小さく、かつ緑についてのマイクロキャビティとするために、視野角０°の時に、５
１０ｎｍ、５７０ｎｍを共振ピークとするキャビティ長Ｄを１つの画素内に組み合わせて
形成している。
【００３８】
　また、赤６３０ｎｍでは、７００ｎｍ～８００ｎｍ程度のキャビティ長Ｄと組み合わせ
ることが好適であり、段差は、ｍ＝１でほぼ１６００Ａ程度である。さらに、青４５０ｎ
ｍでは、４８０ｎｍ～５８０ｎｍ程度のキャビティを組み合わせることが好適である。段
差は、ｍ＝１でほぼ１０００Ａ程度である。
【００３９】
　なお、ｍの値の選択によって段差の値は異なるが、段差被覆性を考慮すると、段差は２
０００Ａ以下にすることが好ましい。即ち、１画素中のキャビティ長が互いに異なる領域
を第１領域（例えば上記ＭＣ３８００Ａ）と第２領域（例えば、上記ＭＣ２７００Ａ）と
定義した場合、第１領域のキャビティ長Ｄと第２領域のキャビティ長Ｄは、それぞれ目的
共振波長、元の発光スペクトル、カラーフィルタと組み合わせる場合のフィルタ特性など
を考慮して、それぞれ決定することが好ましいが、キャビティ長の差（段差）は、２００
ｎｍ（２０００Ａ）以内とすることが好適である。このような範囲とすることで、例えば
上記のように透明電極の厚さを変えて第１及び第２領域を形成するような場合でも、透明
電極に形成される段差により電極の上層における断線等を防ぐことができる。例えば、電
子輸送層の厚さは、厚くすると駆動電圧が上昇するなどのことが考えられ、電圧上昇は好
ましくないので、３０００Ａ未満の厚さに設定されることが多く、この電子輸送層が段差
で断線することを防ぐといった観点から、段差は２００ｎｍ以下とすることが好適である
。
【００４０】
　以上のように、ある色を得る１画素領域において、複数のキャビティ長Ｄを設定するこ
とで、視野角依存性を改善して色純度を向上させることができることがわかるが、ここで
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、選択する複数のキャビティ長Ｄは、例えば、第１領域での１つのキャビティ長Ｄは、視
野角０°の時に本来目的とする共振波長がピーク波長となる厚さ、第２領域での第１領域
とは異なる補償用のキャビティ長Ｄは、他の視野角（例えば６０°）の時に、目的とする
共振波長がピーク波長となる厚さとする。なお、選択する複数のキャビティ長Ｄはいずれ
が長くても良い。また、以上の説明では、１画素に２種類のキャビティ長の異なる領域を
形成しているが、２種類には限定されず、必要に応じて３種類以上とすることも可能であ
る。
　そして、本実施形態においては、補償用のマイクロキャビティの有機層の厚みが薄い場
合であると、有機層３４の厚みの厚い領域と、補償用のマイクロキャビティである厚みの
薄い領域の面積比率を画素の発光色（ＲＧＢの別）によって変更する。すなわち、図６に
模式的に表すように、有機層３４の厚い領域の面積比率をＲの画素において最も小さく、
Ｇの画素において中間、Ｂの画素において最も大きくする。
　これは、上述のように、マイクロキャビティ構造による特定波長の視角（視角による変
化）特性を調べると、波長が長いほどその視野角依存性が高いからである。
　このように、有機層３４の厚みの厚い領域の面積比率をＲの画素において最も小さく、
Ｇの画素において中間、Ｂの画素において最も大きくすることによって、ＲＧＢ各色にお
いて、特定波長の増強および視野角依存性の改善を同様に行っている。
　また、有機層３４ではなく、透明電極２６の厚みを変更することも好適である。
【００４１】
「第３実施形態」
　図７は、第２実施形態の構成を示す図であり、下部反射膜３６は、発光領域の全面をカ
バーするように形成されている。そして、この下部反射膜３６を上述した誘電体多層膜で
構成し、その厚みを１画素（１つの発光領域）内で異ならせてある。すなわち、厚みの厚
い領域において、誘電体積層数が大きくなっている。この例では、下部反射膜３６の厚み
が発光領域の図における左領域において厚く、右領域において薄くなっている。
　マイクロキャビティ構造は、上部反射膜と、下部反射膜間の距離（キャビティ長）によ
って特性が決定されるが、本実施形態のように、下部反射膜３６の厚みを変更した場合、
その厚みが厚い方が、マイクロキャビティ構造による特定波長の光の増強効果が大きくな
る。従って、本実施形態では、１画素の中で、特定波長の光についての増強効果の大きな
場所と、小さな場所が形成され、これによって特定波長の光を増強しつつ、視野角依存性
を低減することができる。
　そして、本実施形態においては、上述の実施例と同様に、この下部反射膜３６が厚い領
域と、薄い領域の面積比率を画素の発光色（ＲＧＢの別）によって変更する。すなわち、
図６に模式的に表すように、下部反射膜３６が厚い領域の面積比率をＲの画素において最
も小さく、Ｇの画素において中間、Ｂの画素において最も大きくする。
　これによって、ＲＧＢ各色において、特定波長の増強および視野角依存性の改善を同様
に行うことができる。
【００４２】
「他の実施形態」
　図８～図１０は、他の実施形態であり、光をガラス基板１０とは反対方向に射出するト
ップエミッションタイプである。そこで、陽極として機能する透明電極２６と平坦化膜２
４の間に配置されている下部反射膜３６は、半透過膜ではなく、反射膜である。従って、
有機層３４からの光は、ガラス基板１０側には透過されない。
　一方、対向電極３２は、ＩＴＯやＩＺＯなどの透明導電体から形成されており、この対
向電極の上に半透過膜４０が設けられている。従って、下部反射膜３６と、半透過膜４０
の間でマイクロキャビティ構造が形成される。
　図８では、対向電極３２上の発光領域には、部分的に半透過膜４０が設けられている。
従って、半透過膜４０が設けられている部分については、マイクロキャビティ構造が形成
され特定波長の光を増強し、半透過膜４０が存在しない領域については、光がそのまま上
方へ射出される。これによって、図１の場合と同様に、特定波長の光を増強しつつ視野角
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【００４３】
　図９では、対向電極３２上には、全面に半透過膜４０が設けられているが、図３の場合
と同様に、正孔輸送層１２４の厚みが異なった部分がある。従って、光の射出方向が異な
るが、図３の構造と同様の作用が得られる。なお、キャビティ長を異ならせるには、有機
層３４のいずれか１つまたは複数の厚みを変更してもよいし、透明電極２６や、対向電極
３２の厚みを変更してもよい。
【００４４】
　図１０では、対向電極３２上には、全面に半透過膜４０が設けられているが、図８の場
合と同様に、半透過膜４０の厚みが異なった部分がある。従って、光の射出方向が異なる
が、図７の構造と同様の作用が得られる。
　そして、この図８～図１０の例においても、（ｉ）半透過膜４０の設けられている領域
と、設けられていない領域の面積比率、（ｉｉ）有機層３４などの厚みが異なる領域の面
積比率、（ｉｉｉ）半透過膜の厚みが厚い領域と、薄い領域の面積比率、をＲＧＢの各色
において変更することで、各色におけるマイクロキャビティの影響の差を低減して、効果
的な視野角依存性の改善を図ることができる。この面積比率の変更の仕方は、図２、６と
同様に行うことができ、その位置、大きさ、個数などは任意に選択することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】第１実施形態の画素の要部構造を示す図である。
【図２】ＲＧＢ別での下部反射膜の配置を示す模式図である。
【図３】第２実施形態の画素の要部構造を示す図である。
【図４】視野角依存性を示す図である。
【図５】光の波長と、視野角６０°の場合のピーク波長シフトの大きさとの関係を示す図
である。
【図６】ＲＧＢ別での厚みの厚い領域の配置を示す模式図である。
【図７】第３実施形態の画素の要部構造を示す図である。
【図８】その他の実施形態の画素の要部構造を示す図である。
【図９】その他の実施形態の画素の要部構造を示す図である。
【図１０】その他の実施形態の画素の要部構造を示す図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１０　基板、１２　半導体層、１４　駆動ＴＦＴ、１６　酸化膜、１８　ゲート電極、
２０　層間絶縁膜、２２　ソース電極、２４　平坦化膜、２６，２６ａ，２６ｂ　透明電
極、２８　平坦化膜、３０　有機ＥＬ素子、３２　対向電極、３４　発光素子層（有機層
）、３６　下部反射膜（半透過膜、反射膜）、４０　半透過膜、５０，５２　絶縁層、１
２２　正孔注入層、１２４　正孔輸送層、１２６　発光層、１２８　電子輸送層、１３０
　電子注入層。
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要解决的问题：使用微腔有效地改善视角依赖性。解决方案：在一个像
素中设置不存在下反射膜36的部分，在一个像素中在对电极32和下反射
膜36的层之间设置形成微腔结构的部分和非形成部分。由于能够增强的
峰值波长分别在具有不同腔长度的区域中不同，因此可以提高视角的依
赖性。并且，通过改变RGB的每种颜色的像素中形成微腔结构的区域的
面积比，可以调节每种颜色的微腔结构的效果程度的变化。 Ž
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